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安全・安心なまちづくりに
向けて
子ども家庭支援センター

「きらら中央」事業案内
情報コーナー（施設／保健・
医療・福祉／講座・催し物
／スポーツ／税／国保・年
金／その他）

今号の主な内容

オレオレ詐欺 架空請求詐欺

特殊詐欺対策 自動通話録音機の無料貸し出し

不審な電話は、いったん切って家族や友人に相談するか、警察に連絡しましょう。
中央警察署　☎（５６５１）０１１０
久松警察署　☎（３６６１）０１１０

築地警察署　☎（３５４３）０１１０
月島警察署　☎（３５３４）０１１０

急増中還付金詐欺

特殊詐欺にご注意を特殊詐欺にご注意を

自動通話録音機

俺だけど
×××××
×××

●●区役所
●●●課のもの
ですが・・・

　親族などを装って電話をかけ、現金やキャッ
シュカードなどをだまし取る手口です。警察官
や銀行員など複数の関係者を装っ
て、連続して電話をかけてくる
場合もあります。

　区役所の職員などを装い、「保険料の払い戻
しがある。締め切りが過ぎているので銀行で手
続きが必要だ」と電話で話し、ＡＴＭを操作さ
せるなどの方法で、お金を振り込ませる手口で
す。区役所からこのような電話をかけることは
絶対にありません。

　電子メールや郵便などを利用して、実際には
利用していない有料サイトの利用料金など架空
の事実を口実に金銭を請求する手口です。手掛
かりを残さないよう電子マネーのギフト券を購
入させるなどの方法で、お金をだまし取るケー
スが増加しています。

自動通話録音機の特徴
・ 自宅電話の呼び出し音が鳴る前に、発信者へ自

動で警告メッセージを流します。
・ メッセージ内容「この電話は、振り込め詐欺等

の犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音さ
れます。これから呼び出しますので、このまま
お待ちください」

・  犯人は、このメッセージを聞くと、通話内容の
録音を恐れ、応答前に電話を切る場合が多いで
す。

・ 受話器が応答したときから自動で録音を開始し、
通信が遮断された時点で停止します。

注意事項
　通信環境、緊急通報システムとの併用などの条
件により設置できない場合があります。
対　象
　₆₅歳以上の区民が居住する世帯
申し込み方法
　区役所１階危機管理課で、申請書に必要事項を
記入して申し込む。
◎ 本人確認書類（運転免許証、保険証など）をご持

参ください。
問危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

通帳を取り
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区役所から電話で還付金の案内をすることはありません。重
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　犯罪を未然に防ぐため、防犯対策
支援事業をご利用ください。
安全・安心おまかせ出前相談

　区が委託した防犯アドバイザー
（防犯設備士資格者）があらかじめ日
時を調整の上、ご自宅を訪問し、空
き巣など住まいの防犯対策について
専門的なアドバイスを行います。
対　象
　区内在住者
費　用　
　無料（住宅１戸につき１回限り）
申し込み方法
　希望する日の２週間前までに申請
書に必要事項を記入して申し込む。
住まいの防犯対策助成

　「安全・安心おまかせ出前相談」の
アドバイスに沿って、防犯性能の高
い錠への取り換えや補助錠の取り付
けなどを行った場合、その防犯対策
に要した費用の一部を助成します。
対　象　
　区内在住者
助成金額　
　5,000円以上の費用を要した場合に
２分の１を助成（上限10,000円、住宅
１戸につき１回限り）
申し込み方法　
 　事前に内容を申告し、申請書に必

　区では、ひとり親家庭の皆さんを
対象に、別表１・２のとおりさまざ
まな手当の支給やサービスなどの提
供を行っています。
　各種手当やサービスなどには、所
得や年齢による制限などがあります。
詳しくはお問い合わせください。
問子育て支援課子育て支援係
　☎（３５４６）５３５０

要事項を記入して申し込む。
共同住宅等生活安全（防犯）アドバ
イザーの派遣

　町会・自治会、商店会、分譲マン
ション管理組合、賃貸マンション居
住者の集会などに対して、共同住宅
などの有効な防犯対策について助
言・提案などを行う防犯アドバイザ
ーを派遣します。
対　象
　地域団体など
費　用
　無料
申し込み方法
　希望する日の２週間前までに申請
書に必要事項を記入して申し込む。
防犯設備整備費助成

　「共同住宅等生活安全（防犯）アド
バイザーの派遣」を受けた団体が、
防犯カメラなどの防犯設備を整備す
る場合（防犯設備の購入および取り
付けまたは既に設置済みの防犯設備
の取り換え）、その整備に要した費
用の一部を助成します。
◎設備を賃借する場合は、今年度分

の費用のみ助成の対象になります。
対　象
　町会・自治会、商店会、分譲マン
ション管理組合など
対象設備　
　犯罪の防止を目的として設置する
防犯カメラなど
補助率・助成限度額
・町会・自治会　３分の２・200万

円
・商店会（町会などとの連携実施の

場合）　３分の２・600万円
・分譲マンション管理組合など
　２分の１・50万円
申し込み方法　
　助成に必要な手続きを完了し、工
事着工前に申請書に必要事項を記入
して申し込む。
地域見守り活動支援事業助成

　町会・自治会、商店会などの地域
団体が、防犯カメラなどの防犯設備
を整備する場合（防犯設備の購入お
よび取り付けまたは既に設置済みの
防犯設備の取り換え）、その整備に
要した費用の一部を、都と区が連携
して助成します。
◎６月中の受け付けですので、防犯

カメラ設置を検討されている地域
団体は、事前にご相談ください。

対　象　

　区では、子どもたちを路上犯罪
から守るため、地域の皆さんの協
力を得て緊急時に子どもが避難で
きる場所「こども110番」を設置し
ています。
　ご協力いただく家庭・店舗・事
業所などの皆さんには、子どもが
助けを求めてきた際に、安全に保

こども避難所

「こども
にご協力を

護した後、学校・保護者・警察へ
連絡・通報するようお願いしてい
ます。
　学校と地域が一体となって子ど
もたちの安全を確保するために、
より多くの方のご協力をお願いし
ます。
　ご協力いただける場合は、通学
区域の小学校にご連絡ください。
　なお、教育委員会では、万が一、
こども110番の協力者が被害を受
けた場合に補償を行うため、災害
補償保険に加入しています。
問学務課学事係
　☎（３５４６）５５１３

　町会・自治会、商店会などの地域
団体
対象設備　
　犯罪の防止を目的として設置する
防犯カメラなど
補助率・助成限度額
・町会・自治会が単独で実施する場

合　
　12分の11・500万円
・二つ以上の町会・自治会、商店会

が連携して実施する場合
　12分の11・750万円
◎商店会は町会などと連携した場合

に限ります。
◎予算額に達した時点で今年度の助

成事業は終了とさせていただきま
す。

問危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

ひとり親家庭の
ための

各種サービス

別表１  各種手当て
制　度 児童扶養手当 児童育成手当 ひとり親家庭医療費助成

内　容
手当月額　児童1人　42,500～10,030円
　　　　　児童2人　52,540～15,050円
以下対象児童1人増加につき　6,020～3,010円加算

児童1人につき
月額13,500円

健康保険対象の医療費の一部を助成します。
・非課税世帯　自己負担なし
・課税世帯   　1割を自己負担

対　象

次の事由に該当するひとり親家庭、またはこれに準ずる家族
・父母が離婚している ・父または母が死亡している
・父または母に重度の障害がある ・父または母が生死不明である
・父または母が児童を1年以上遺棄している ・父または母が保護命令を受けている
・父または母が1年以上拘禁されている 
・婚姻によらないで出生した児童を扶養している（事実上婚姻と同様の関係にある場合を除く）
◎児童が施設（保育園などの通所施設を除く）に入所している場合を除きます。
◎所得制限があります（詳しくは、お問い合わせください）。

対象児童の
年齢

18歳に達した後の3月31日（児童が中度以上の障害
を有する場合は20歳未満）まで

18歳に達した後の
3月31日まで

18歳に達した後の3月31日（児童が中度以上
の障害を有する場合は20歳未満）まで

その他
平成15年4月1日現在で事由の発生から5年を経過
している場合は、正当な理由がある場合を除き申請
できません。

－ 健康保険に加入していることが必要です
（生活保護世帯は除く）。

別表２  各種サービス

ひとり親家庭
ホームヘルプサービス

内　容 ひとり親家庭で日常生活を営むのに著しく支障が生じたときに、ホームヘルパーを派遣します。
対　象 義務教育修了前の児童がいるひとり親家庭

派遣要件

以下のいずれかに該当するとき
・ひとり親になってから2年以内で、生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障が生じているとき
・技能習得のため、職業能力開発センターなどに通学しているとき
・就職活動を行うとき
・ひとり親または児童が、一時的な病気、事故、災害などで一時的に支援が必要なとき
・冠婚葬祭、学校行事などで一時的に支援が必要なとき

支援の内容 育児（子の見守り）、家事（食事の支度・洗濯・掃除）、身の回りの世話など
派遣時間 午前7時から午後10時までの間で、2時間以上4時間以内（1時間単位）
派遣回数 原則として月12回まで（ひとり親になって1年経過した場合は月8回まで）

利用者負担金 申請者本人の所得に応じた費用負担があります。

ひとり親家庭休養ホーム

内　容 ひとり親家庭の方がレクリエーションや休養のために、親子で区の指定した施設を利用する際に、利用料金を助成します。
対　象 児童育成手当を受給している方および手当の支給対象児童（3歳未満の方は対象外）

助成額
4月から翌年3月までの1年間で宿泊施設1泊、日帰り施設1回
・宿泊施設　大人（12歳以上）：1泊7,000円以内　小人（3歳以上12歳未満）：1泊6,300円以内
・日帰り施設　1回3,000円以内
◎助成額を超えた分は自己負担です。

ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金

内　容 母子家庭の母または父子家庭の父の就労促進のため、区が指定する教育訓練講座を受講する場合に、費用の一部を助成します。
対　象 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあり、20歳未満の児童を扶養している方
助成額 費用の60％（上限200,000円。12,000円以下の場合は支給対象外）

ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金

内　容 母子家庭などの母または父子家庭の父の就業に有利な資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、訓練促進給付金を支給します。
対　象 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準にあり、20歳未満の児童を扶養している方

対象となる資格 看護師、介護福祉士、製菓衛生師、調理師など
助成額 訓練促進給付金（月額）　住民税非課税世帯：141,000円　住民税課税世帯：70,500円

修了支援給付金　住民税非課税世帯：50,000円　住民税課税世帯：25,000円

ひとり親家庭相談
事　業 母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の自立に必要な相談や助言を行っています。
日　時 月～金曜日（祝日および年末年始を除く）　午前9時～午後5時
場　所 区役所6階子育て支援課

番」
安全･安心な
まちづくりに
向けて
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区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

主な事業
　別表のとおり
受付時間
　午前９時～午後６時（祝日、年末
年始を除く）
問子ども家庭支援センター
　☎（３５３４）２１０３
子どもと子育て家庭の総合相談

　18歳未満の子どもと子育て家庭に
関するあらゆる相談に応じています。
　お子さんに関して、悩みや不安が
ありましたら、一人で悩まずお気軽
にご相談ください。
　ご相談の内容に応じて、保健・心
理・福祉などの専門相談員が個別に
応じます。
受付時間

　事業活動に伴い排出されるごみ・
資源は、事業者自らの責任において
自己処理することが原則です。許可
を受けた業者に委託するなど、適切
な処理を行ってください。
　ただし１回に出す量が50kg未満
で、区の定めた曜日・時間・ルール
に従って出せる場合は、区の収集を
利用できます。その際は、必ず中央
区の「事業系有料ごみ処理券（シー
ル）」を貼って出してください。
燃やすごみ・燃やさないごみの出
し方

　袋の大きさと同じ容量のシールを
貼って出してください。容器で出す

◎ 家庭用の資源回収コンテナの中に
は、入れないでください。

新聞・雑誌・段ボール
　新聞・雑誌は、高さ10㎝につき10
ℓシールを１枚貼って出してくださ
い。段ボールは、２枚につき10ℓシ
ールを１枚貼って出してください。

場合は、シールは直接容器に貼らず、
ごみの上に新聞紙などを乗せて、中
のごみ量に応じたシールを貼って出
してください。
資源・プラスチック製容器包装（プ
ラマーク）の出し方

　事業所から出る資源・プラマーク
の回収は有料です。
びん、缶など、ペットボトル、プラ
マーク、スプレー缶、カセットコン
ロ用ボンベ
　それぞれを別々に中身の見える袋

（透明・半透明）に入れ、袋の大きさ
に応じたシールを貼って、指定され
た曜日に出してください。

粗大ごみについて
　事業所から排出される粗大ごみは、
区では収集できません。許可を受け
た処理業者へ依頼してください。
問中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

　もし虐待ではなかったとしても、
連絡をした方の責任は問われません。
受付時間
　午前９時～午後５時（土・日曜日、
祝日、年末年始を除く）
連絡・相談先
　子どもほっとライン
　☎（３５３４）２２２８
「赤ちゃん・ふらっと」
　「赤ちゃん・ふらっと」とは、小さ
なお子さんを連れた方が安心して外
出できるよう整備された、おむつ替
えや調乳・授乳のために立ち寄るこ
とのできるスペースの愛称です。
　区の施設では子ども家庭支援セン
ター「きらら中央」、築地・新川・堀
留町・浜町・月島・勝どき・晴海児

　午前９時～午後５時（祝日、年末
年始を除く）
◎ 来所される場合はあらかじめご連

絡ください。
相談先
　子ども家庭支援センター相談係
　☎（３５３４）２２５５
子どもほっとライン～児童虐待に
対応するために～

　子ども家庭支援センターでは児童
虐待情報専用電話として「子どもほ
っとライン」を設置し、児童虐待の
早期発見・早期対応に努めています。
　虐待を受けていると思われる子ど
もを発見した場合は、直ちにご連絡
ください。連絡した方の秘密は守ら
れます。

童館、女性センターが「赤ちゃん・
ふらっと」として都へ届け出をして
います。
　施設の入口などに「赤ちゃん・ふ
らっと」マークを掲示していますの
で、お気軽にご利用ください。
　都内の届け出施設は、とうきょう
子育てスイッチのホームページをご
覧ください。
問�都福祉保健局少子社会対策部家庭

支援課子育て事業担当
　☎（５３２０）４３７１
　子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３
㏋とうきょう子育てスイッチ
　http://kosodateswitch.jp/

別表
種類 事業名 対　象 内容・費用など

預
か
り
保
育
サ
ー
ビ
ス

一時預かり保育
（一時保育）

生後57日から未就学児まで

冠婚葬祭や育児疲れなどの際に、お子さんをお預かりします。
〈利用時間〉午前９時～午後５時（１時間単位で利用可）
〈利用料金〉１時間800円
◎ 日本橋区民センター内日本橋分室保育室、十思スクエア内十思分室保育室
　でも実施しています（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）。

一時預かり保育
（緊急保育）

出産や入院など緊急の理由で一時的に保育が必要になった場合に、
お子さんをお預かりします。

〈利用時間〉午前９時～午後５時（原則として30日以内）
〈利用料金〉１日2,000円
◎ 日本橋区民センター内日本橋分室保育室、十思スクエア内十思分室保育室

でも実施しています（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）。

トワイライトステイ ２歳から小学校６年生まで
仕事などにより帰宅が夜間となる場合に、一時的にお子さんをお預かりします。

〈利用時間〉午後５時～10時
〈利用料金〉１回2,000円　夕食代１食400円（持参も可）

病児・病後児保育 生後７カ月から小学校３年生まで
入院加療の必要のない病中または病気回復期にあるお子さんを保護者の勤務の都合により家庭で看護すること
ができないとき、区が委託した医療機関または認証保育所の保育室でお預かりします。

〈利用時間〉午前９時～午後５時30分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
〈利用料金〉１日2,000円

子どもショートステイ 生後７日から中学校３年生まで
保護者の病気や出産などの理由により、お子さんの保育が一時的に難しくなったときに、区が委託した施設ま
たは協力家庭でお子さんを短期的にお預かりします。

〈利用期間〉施設：６泊７日以内、協力家庭：２泊３日以内（利用受け付けは土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
〈利用料金〉１泊２日6,000円（以降１日増えるごとに3,000円加算）

ご
自
宅
で
の
子
育
て
サ
ポ
ー
ト

育児支援ヘルパー 母子健康手帳交付時から出産後６
カ月以内の家庭

育児や家事の支援を必要とする妊娠中または産後のご家庭に対して、区と契約を結んだ事業者からホームヘル
パーを派遣します。

〈利 用時間〉午前８時から午後６時までの時間帯で１日につき２時間（日曜日、祝日、年末年始を除く、１世帯に
つき合計15回まで）

〈利用料金〉家庭の所得により異なります。

緊急一時保育援助事業 生後４カ月から未就学児まで

保護者の病気や出産などによって緊急一時的にお子さんを保育することが困難となった場合に、保育員（ベビー
シッター）を派遣します。

〈利 用時間〉午前８時から午後６時までの間で１日につき９時間以内（日曜日、祝日、年末年始を除く。原則とし
て30日以内）

〈利用料金〉利用時間および家庭の所得により異なります。

親
子
の
交
流
・
活
動
支
援
、

情
報
提
供

子育て交流サロン
「あかちゃん天国」

０歳から３歳になった最初の３月
31日までの間にある乳幼児とそ
の保護者の方、妊娠中の方

子育てに関するさまざまな情報交換や仲間づくりの場として、また必要な方には育児に関する相談や助言を行
うことを目的としたひろばです。定期的に子育て講座やミニコンサートなども実施しています。

〈利用時間〉午前９時～午後５時
〈利用料金〉無料（ミルクなどは各自で持参してください）

情報交流室 どなたでも利用できます
パンフレットや掲示物などで子育てに関するさまざまな情報を発信しています。また育児雑誌や育児に関する
グッズを見ることもできます。

〈利用時間〉午前９時～午後５時

地域活動室の貸し出し 区内で子育て支援に関する活動を
行っている人やグループ、団体など

子育てグループなどの活動を支援するため、地域活動室を無料で貸し出します。（約20人利用可）
〈利用時間〉午前（午前９時～正午）、午後（午後１時～５時）、夜間（午後６時～10時）

◎詳しくは子ども家庭支援センターまでお問い合わせください。

▲「赤ちゃん・ふらっと」マーク

子ども家庭支援センター「きらら中央」事業案内

事業所から出るごみと資源の出し方 【新聞・雑誌・段ボールの出し方】
【びん、缶など、ペットボトル、プラ
マーク、スプレー缶、カセットコン
ロ用ボンベの出し方】
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保健・医療・福祉

障害のある方の
手当の制度案内
　手当の受給には所得や年齢、障害
の程度などによる受給制限がありま
すので、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
　なお、手当月額は平成30年４月１
日現在の支給額です。
心身障害者福祉手当
対65歳未満で身体障害者手帳１～３

級、愛の手帳１～４度または脳性
まひ、進行性筋萎縮症の方

［手当月額］・身体障害者手帳１・２級、
愛の手帳１～３度または脳性まひ、
進行性筋萎縮症　15,500円

・身体障害者手帳３級、愛の手帳４
度　10,200円

特別障害者手当
対20歳以上で常時特別な介護を必要

とする、おおむね身体障害者手帳
　１・２級、愛の手帳１・２度程度の障害

が重複している方またはこれらと
同等の疾病、精神障害のある方（各
種手帳を取得していなくても可）

［手当月額］26,940円

福祉サービス苦情相談窓口
　区では、各種福祉サービスに対す
る苦情・相談をお受けするため、第
三者による窓口を設置しています。
窓口には福祉の資格を持った専門相
談員を配置し、公正かつ中立な立場
で問題解決に努めます。

［対象となる福祉サービス］
　区が実施する高齢者、障害者、児
童などを対象とした福祉に関する各
種のサービス
◎国民健康保険、後期高齢者医療制

度、介護保険の保険料額について
の苦情相談は対象外です。

［苦情相談できる方］
　区の福祉サービスを利用している
方（本人）、配偶者、３親等以内の親
族など
日第１・３水曜日（祝日、年末年始

を除く）
　午後１時～５時
場区役所４階福祉保健部管理課内
費無料
申前日までに電話またはファクスで

申し込む（予約制）。
問福祉サービス苦情相談受付
　☎・FAX（３５４６）８３７３

重度心身障害者手当
対65歳未満で、重度の知的障害と著

しい精神症状のある方、重度の知
的障害とおおむね身体障害者手帳

　１・２級程度の障害が重複している
方または重度の肢体不自由で四肢
および体幹機能が失われている方

［手当月額］60,000円
児童育成手当（障害手当）
対20歳未満の障害のある児童（おお

むね身体障害者手帳１・２級、愛の
手帳１～３度または脳性まひ、進
行性筋萎縮症）を扶養している方

［手当月額］15,500円
障害児福祉手当
対20歳未満で常時介護を必要とする、

おおむね身体障害者手帳１級と２
級の一部、愛の手帳１・２度程度
の方またはこれらと同等の疾病、
精神障害のある方（各種手帳を取
得していなくても可）

［手当月額］14,650円
特別児童扶養手当
対20歳未満の障害のある児童（身体

障害者手帳１～３級と４級の一部、
愛の手帳１～３度程度、精神障害
または内部障害により日常生活に
著しい制限を受ける状態にある児
童）を扶養している方

［手当月額］・重度　51,700円
・中度　34,430円
問障害者福祉課障害者福祉係
　☎（３５４６）５３８９
　FAX（３５４４）０５０５

アレルギー専門相談
日・場別表３のとおり
対区内在住の未就学児で、次のいず

れかに該当する方
・アトピー性皮膚炎などのアレルギ

ー性疾患で、経過が慢性化してい
る方

・家族にアレルギー素因があり、予
防に関心がある方
内皮膚科医師、保健師による個別相

談
［相談医］皮膚科医師　下川博未
定各６人（先着順）
費無料
申相談日の１週間前までに各会場に

電話で申し込む。
問日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５
別表３

会　場 日　時
日本橋保健
センター　

6月6日（水）、
11月7日（水）

午前9時　
～10時50分月島保健

センター

10月3日（水）、
12月5日（水）、
平成31年
2月6日（水）

総合環境講座
［日時など］別表４のとおり
場環境情報センター
対18歳以上の区内在住・在勤・在学

者

内地球規模の最新の環境問題から都
市における循環型社会の形成、企
業で行われている環境への取り組
みまで幅広いテーマを各期ごとに
３回連続講座で学びます。

定各期30人（申し込み多数の場合は
抽選）

費無料
申電話または環境情報センターのホ

ームページから申し込む。
◎詳しい講座内容などは環境情報セ

ンターのホームページまたは主な
区施設で配布するチラシをご覧く
ださい。

問環境情報センター
　☎（６２２５）２４３３
㏋ http://eic-chuo.jp/

施　設
区民館利用案内
　区民館は区民の皆さんや区内で働
く方などが、会議や講習会、サーク
ル活動などに利用できる施設で、区
内に17館あります（別表１のとおり）。
　また、京橋プラザ区民館には、ス
ポーツ施設としても利用できる多目
的ホールを備えています。
　申し込みについては、中央区公共
施設予約システムまたは電話・窓口
でできます。中央区公共施設予約シ
ステムの登録については施設に直接
お問い合わせください。

［利用時間］
・午前　午前９時～正午
・午後　午後１時～５時
・夜間　午後６時～９時
・全日　午前９時～午後９時
◎夜間の延長利用（午後９時～10時）

も可能です。
申別表２のとおり

［使用料］
　利用する部屋により異なりますの
で、施設にお問い合わせいただくか、

区のホームページをご覧ください。
［休館日］
　年末年始
◎勝どき区民館は６月18日（月）から

７月17日（火）まで工事のため休館
します。
問地域振興課区民施設係
　☎（３５４６）５６２２

手拭いで小物作り
日６月23日（土）
　午後１時30分～３時30分
場久松町区民館１階１・２号室
対区内在住・在勤・在学者
内かわいい柄の手拭いを使い、簡単

な手縫いで小物を作ります。
定20人（申し込み多数の場合は抽選）
費500円
申５月14日（月）から27日（日）までに

電話で申し込む（受け付けは午前
10時～午後８時）。
問久松町区民館
　☎（５６４０）５６０６

図書のリサイクル
　不要になった図
書や雑誌、ＣＤの
リサイクルを実施
します。
京橋図書館
日６月22日（金）・23日（土）
　午前９時～午後４時
場京橋図書館鑑賞室他
日本橋図書館
日６月29日（金）・30日（土）
　午前９時～午後４時
場日本橋図書館６階ホール
月島図書館
日５月25日（金）・26日（土）
　午前９時～午後４時
場月島社会教育会館５階講習室
◎在庫がなくなり次第終了します。
問京橋図書館
　☎（３５４３）９０２５
　日本橋図書館
　☎（３６６９）６２０７
　月島図書館
　☎（３５３２）４３９１

記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス）記入例（はがき・ファクス） １講座名など
 ２氏名・ふりがな
 ３〒・住所
 ４電話番号
 ５年齢
 ６その他必要事項

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

１人１枚
限り

◎問に〒・住所が記載されていない場合の宛先は
　〒104-8404
　築地1－1－1中央区役所
　○○課○○係（問の宛名） 
◎「電子申請も可」と記載されているものは
　区のホームページの電子申請から申し込みも可能

別表２

別表１
区民館名 所在地 電　話

京橋区民館 京橋2－6－7 ☎（3561）6340
京橋プラザ
区民館 銀座1－25－3 ☎（3561）5163

銀座区民館 銀座4－13－17 ☎（3542）6828
新富区民館 新富1－13－24 ☎（3297）4038
明石町区民館 明石町14－2 ☎（3546）9125

八丁堀区民館 八丁堀
4－13－12 ☎（3555）8641

新川区民館 新川1－26－1 ☎（3551）7000

堀留町区民館 日本橋堀留町
1－1－1 ☎（3661）8448

人形町区民館 日本橋人形町
2－14－5 ☎（3668）5537

久松町区民館 日本橋久松町
1－2 ☎（5640）5606

浜町区民館 日本橋浜町
3－37－1 ☎（3668）2354

新場橋区民館 日本橋兜町
11－9 ☎（3669）3699

佃区民館 佃2－17－8 ☎（3533）6951
月島区民館 月島2－8－11 ☎（3531）6932
勝どき区民館 勝どき1－5－1 ☎（3531）0592
豊海区民館 勝どき6－7－8 ☎（3536）4005
晴海区民館 晴海1－8－6 ☎（3531）5571

申し込み区分 抽選申し込み（区民優先） 空室申し込み

申込期間
利用月の2カ月前の1日から15日まで
◎ 京橋プラザ区民館多目的ホールは利用

月の3カ月前の1日から15日まで（抽選日
は16日）

利用月の前月の1日から利用日の前日まで
◎ 京橋プラザ区民館多目的ホールは利用

月の2カ月前の1日から利用日の前日まで

受付時間（中央区公共施設予約システム）　申込開始日の午前7時～申込終了日の午後9時
（区民館窓口・電話）　午前9時～午後9時

確定期間

当選した申し込みについては、利用月の2
カ月前の18日から28日までに利用の確定
手続きが必要となります。
◎ 京橋プラザ区民館多目的ホールは利用

月の3カ月前の18日から28日まで

―

空室公開 ―
利用月の前月の1日から
◎ 京橋プラザ区民館多目的ホールは2カ月

前の1日から

別表４

◎日程は都合により変更する場合があります。

実施日時 申込期限

第
１
期

6月6日（水）

午後6時30分
 ～8時30分

5月30日
（水）20日（水）

7月4日（水）

第
２
期

8月8日（水）
8月1日
（水）

29日（水）
9月8日（土）
（屋外学習）午後2時～4時

第
３
期

9月26日（水）
午後6時30分
 ～8時30分

9月19日
（水）10月10日（水）

24日（水）
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内金星と木星について初心者にも分
かりやすく説明します。

定86人（先着順）
費無料
◎当日、直接会場へお越しください。
◎入場整理券を当日正午から６階受

付で配布します。
◎今年度のやさしい天文講座および

発展的天文講座のチケットを５枚
集めて受付で提示した方には、記
念のプレゼントを差し上げます。

問郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

やさしい天文講座
～金星と木星を見てみよう～

日５月27日（日）
　午後１時～２時
場タイムドーム明石

プラネタリウムホ
ール

「タイムドーム明石」企画展
中央区ゆかりの文学者展

日５月26日（土）～７月１日（日）
・火～金曜日　午前10時～午後７時
・土・日曜日　午前10時～午後５時
◎閉館30分前には要入場

［休館日］
　月曜日
場タイムドーム明石特別展示室
内本区生まれの谷崎潤一郎、長谷川

時雨、長谷川かな女など日本の文
壇で大きな功績を残した文人の他、
日本橋蛎殻町にあった六興出版が
発行した雑誌に執筆していた林芙
美子、武者小路実篤、室生犀星な
どの直筆資料を展示します。また、
書簡や短冊などの筆跡、原稿に残
された推

す い こ う

敲のあとから感じうる創
作に対する意欲や人物について紹
介します。

費無料
◎直接会場へお越しください。
問郷土天文館「タイムドーム明石」
　☎（３５４６）５５３７

くと診断されている小学校１年生
から中学校３年生までの児童・生
徒
内子どもたちが医師など専門スタッ

フの下でぜんそくに関する知識・
呼吸法などを学び、自然環境の中
で楽しみながら健康の増進を図る
とともに、自己管理方法を習得す
ることを目的としています。また、
キャンプ当日だけでなく、前後に
講習会を設けキャンプ中に行うぜ
んそく体操などを親子で体験し、
日常生活で役立つ予防・発作対策
などを身に付けます。
定30人（申し込み多数の場合は抽選）
費1,000円（昼食代、事前講習会で支

払う）
申５月11日（金）から６月８日（必着）

までに区役所４階福祉保健部管理
課保健係にある参加申込書に記入
して持参、または郵送で申し込む

（電子申請も可）。
◎参加申込書は区のホームページか

らダウンロードすることもできま
す。

◎講習会に参加できない方は、申し
込みはできません。

◎参加が決定した場合は、主治医に
参加の可否を問い合わせます。
問福祉保健部管理課保健係
　☎（３５４６）５４００

プレママクッキング
日６月５日（火）
　午前10時30分～午後

１時
場月島保健センター
対初めて出産される区内在住の妊娠

安定期（20～36週未満）の方
内・妊娠中の食生活（講話）
・妊娠中に必要な栄養素がとれるバ

ランスのよい食事（実習と試食）
定15人（先着順）
費無料

［持ち物］
　エプロン、三角巾、タオル
申５月14日（月）から電話で申し込む
（電子申請も可）。
問月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５

お一人暮らしの
ワンタッチレシピ
日５月30日（水）
　午後１時30分～２時30分
場いきいき桜川
対60歳以上の区内在住者（いきいき

館の利用者証が必要）
内コンビニで購入できる食材を使い、

高齢者に必要な栄養が取れる電子
レンジ調理の簡単レシピを紹介し
ます。

［講師］管理栄養士　佐々木　夏子
定60人
費無料
◎当日、直接会場へお越しください。
問いきいき桜川（桜川敬老館）
　☎（３５５３）００３０

写真展「築地プライド」開催中
日�６月９日（土）まで（築地魚河岸の

休館日を除く）
　午前９時～午後３時
場築地魚河岸施設内階段など
内ドイツ人写真家のイワン・トスカ

ネリさんが築地市場で働く人々の
姿を捉えた高さ１ｍを超える迫力
ある写真を展示

費無料
◎直接会場へお越しください。

［主催］
　イワン・トスカネリ写真展実行委
員会

［後援］
　中央区、ドイツ連邦共和国大使館
問中央区都市整備公社
　☎（３５６１）５１９１

いきいき元気！
出前「はつらつ」体験講座
日５月30日（水）
　午後２時～３時30分
場築地社会教育会館第

３洋室
対区内在住で、転倒に

対する不安のある、
もしくは膝痛・腰痛
予防に関心のある65歳以上の方

（要介護１～５の方を除く）
内いつまでも若々しく元気で過ごす

ために、現在実施中のはつらつ健
康教室の一部を体験します（スト
レッチ・バランストレーニング・
レクリエーションなど）。
定30人（先着順）
費無料
申５月12日（土）から29日（火）までに

電話で申し込む（受け付けは月～
土曜日の午前９時～午後６時）。
問京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７

認知症サポーター養成講座
日６月９日（土）
　午後２時～３時30分
場月島区民センター１階会議室
対区内在住・在勤・在学者
内認知症について正しい理解を持ち、

認知症の方やご家族を温かく見守
る応援者として「認知症サポータ
ー」になるための講座を開催しま
す。ビデオと講義による講座を実

施し、講座終了時に、サポーター
の目印として、オレンジリングを
お渡しします。

［講師］月島おとしより相談センター
職員
定50人（先着順）
費無料
申５月12日（土）から６月７日（木）ま

でに電話で申し込む（受け付けは
月～土曜日の午前９時～午後６
時）。
問月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５

高年齢者の初心者向け
毛筆教室
～小筆で美しく書くテクニック～

日６月６日（水）・13日（水）・19日（火）・
27日（水）、７月４日（水）・11日（水）・

　17日（火）・25日（水）、８月１日（水）・
８日（水）　計10回

　午後１時30分～３時30分
場シルバー人材センター会議室
対55歳以上の方
内小筆使いの基礎を学びます。
・文字の書き方（とめ･はねなど）
・文字の大きさ・バランス
・暑中見舞いの文面

［講師］
　シルバー人材センターの会員
定16人（申し込み多数の場合は抽選）
費5,000円（テキスト・教材費を含む）
申５月18日（必着）までに往復はがき

に①～⑤（４面記入例参照）⑥申し
込み理由を記入して申し込む。

◎当選者には当選はがきで指定され
た口座に受講料を振り込んでいた
だきます。期日を過ぎた場合は、
補欠の方に受講の資格が移ります。
問〒104－0032
　中央区八丁堀３－17－９京華スク

エア１階
　中央区シルバー人材センター
　☎（３５５１）２７００

高年齢者の
再就職支援セミナー
日５月29日（火）
　午後１時30分～４時
場京華スクエア２階第２会議室
対おおむね55歳以上の方
内「“ありたい自分”を再発見！」～い

きいきライフと仕事のバランス～
・多様な働き方を知ろう
・「やりたいこと」「できること」を

考えよう
・条件を整理して再就職に踏み切ろ

う
［講師］キャリアコンサルタント・産

業カウンセラー　中村康雄
定25人（先着順）
費無料
申５月14日（月）から電話で申し込む
　（受け付けは祝日を除く月～金曜

日の午前８時30分～午後５時）。
問中央区社会福祉協議会シルバーワ

ーク中央
　☎（３５５１）９２００

ぜんそく児デイキャンプ
日８月３日（金）
　午前８時～午後６時
◎講習会は７月20日（金）と８月27日
（月）の午後４時～６時
場ロマンの森共和国（千葉県君津市）
対区内在住で、医師に気管支ぜんそ

第20回記念　
古典芸能鑑賞会
　平成11年、日本橋劇場の開設を機
に、区内で活躍している古典芸能の
実演家により「中央区古典芸能の会」
が結成されました。
　今回は、20回目の節目となる記念
公演にふさわしい豪華な出演者と演
目をそろえ、皆さんのご来場をお待
ちしています。
日６月23日（土）
　午後４時開演（３時10分開場）
場日本橋公会堂ホール「日本橋劇場」
対区内在住・在勤者および関心のあ

る方
内木遣り、講話、清元 長唄、舞踊

荻江、演奏 常磐津、落語、舞踊
長唄

◎出演者および演目など詳しくは中
央区文化・国際交流振興協会のホ
ームページまたは「区のおしらせ
中央」４月21日号をご覧ください。
定382人（申し込み多数の場合は区内

在住・在勤者優先の上、抽選、全
席自由席）
費2,000円（当日受付で支払う）
◎中学生以下は1,000円
申６月１日（必着）までに往復はがき
（１人１枚限り）に①～⑤（４面記
入例参照）⑥入場券の希望枚数（１
枚または２枚）⑦在勤者は勤務先

（名称・所在地・電話番号）を記入
して申し込む。

◎はがき１枚につき、入場券２枚ま
で申し込みできます。
問〒104－0041
　中央区新富１－13－24
　中央区文化・国際交流振興協会
　☎（３２９７）０２５１
㏋ http://www.chuo-ci.jp

▲ 本区生まれの画家長谷川春子画
　「碁盤つくりのはなし」挿絵

▲築地魚河岸
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スポーツ
骨盤調整ヨガ
日５月21日（月）
　午前10時30分～正午
場八丁堀区民館２階４号室
対区内在住・在勤・

在学者
内骨盤のずれやゆ

がみを無理なく
調整していきま
す。

［講師］ヨガインス
トラクター

　池田明子
定10人（申し込み多数の場合は抽選）
費300円

［持ち物］ヨガマットまたはバスタオ
ル（無くても可）、飲み物

◎当日は動きやすい服装でお越しく
ださい。
申５月12日（土）から５月18日（金）ま

でに電話で申し込む（受け付けは
午前９時～午後５時）。
問八丁堀区民館
　☎（３５５５）８６４１

ピラティス教室
～インナーマッスルを鍛えよう～

日６月１日・15日（金）　計２回
　午後１時30分～３時
場豊海区民館１階２号室
対区内在住・在勤・在学者で２回と

も参加できる方
内体の内部を鍛えて、けがのしにく

い体をつくります。
定15人（申し込み多数の場合は抽選）
費無料

［持ち物］タオル、飲み物
◎当日は汗をかいても大丈夫な服装

でお越しください。
申５月13日（日）から５月27日（日）ま

でに電話で申し込む（受け付けは
午前９時～午後５時）。
問豊海区民館
　☎（３５３６）４００５

税
軽自動車税の納期限・減免の
手続きは５月31日（木）まで
　４月１日現在、軽自動車など（原
動機付自転車などを含む）を所有す
る方へ軽自動車税の納税通知書を５
月11日（金）に郵送します。
　お近くの金融機関、郵便局、コン
ビニエンスストアまたは区役所２階
税務課、日本橋・月島特別出張所で
５月31日（木）までに納めてください。
また、モバイルレジによる納付もで
きます（金融機関にモバイルバンキ
ングの利用手続きが必要です）。
　なお、納税通知書には、車検を必
要とする車両のための継続検査用納
税証明書が付いています。大切に保
管し、使用してください。
◎モバイルレジで支払った場合、納

付書に付属した継続検査用納税証
明書は使用できません。継続検査
用納税証明書が必要な場合は、上
記金融機関などで納めてください。

障害のある方を対象とした減免
対①身体または精神に障害のある方

が所有する軽自動車などで次に該
当する場合

・本人が主として運転する場合
・生活を共にする方が、本人の通院

などのために運転する場合
・障害のある方のみで構成される世

帯（１人暮らしの場合も含む）で、
常時介護する人が運転する場合

②障害のある方が主として利用する
ための構造となっている軽自動車
など

◎減免に該当する障害区分・等級お
よび必要書類など詳しくはお問い
合わせください。
問税務課管理係
　☎（３５４６）５２６７

国保・年金手帳

後納制度（国民年金保険料の
納付期限の延長）の実施
　国民年金保険料は、納め忘れたま
ま２年を過ぎると後から保険料を納
めることができなくなりますが、平
成27年10月から平成30年９月までの
３年間に限り、過去５年以内の納め
忘れた保険料を納めることができる、
後納制度が実施されています。
　過去５年以内の保険料を納めるこ
とで、将来の年金額を増やしたり、
年金の受給権取得につなげることが
できるようになります。
◎後納保険料を納付するためには、

事前申し込みの上、審査で承認さ
れることが必要です。審査の結果、
後納制度による納付をご利用いた
だけない場合があります。

◎詳しくはお問い合わせください。
問中央年金事務所国民年金課
　☎（３５４３）１４１１（代表）
　ねんきん加入者ダイヤル
　☎０５７０（００３）００４

その他
平成30年工業統計調査の実施
　この調査は、６月１日（金）を調査
基準日とし、工業の実態を明らかに
するための重要な統計調査です。調
査結果は、中小企業施策や地域振興
など、国および地域行政施策のため
の基礎資料として活用されます。

［調査対象事業所］
　従業員が４人以上で製造業を営ん
でいる全ての事業所

［調査票の配布］
　次の①から③のいずれかの方法に
より、５月上旬から配布されます。
①調査員調査
　調査員証を所持した調査員が、各
事業所を訪問し、調査書類を配布し
ています。
②本社一括調査
　経済産業省が調査対象企業の本社
に対し、傘下の事業所を含めた調査
票を郵送します。
③国直轄調査
　経済産業省が調査対象事業所に対
し、調査票を郵送します。

［情報の保護など］
　調査員をはじめとする調査関係者
には調査で知り得た情報の守秘義務
があり、これに反したときの罰則が
定められています。回答はインター

問消費生活相談専用ダイヤル
　☎（３５４３）００８４
　☎（３５４６）５７２７
消費者コーナー
場消費生活センター横
内各種パンフレットの配布や雑誌・

書籍の閲覧、消費者教育のDVD
の貸し出し

消費生活センターホームページ
　消費者被害情報などの迅速な注意
喚起やよく寄せられる相談など、さ
まざまな形の消費者関連情報を発信
しています。

［掲載内容］
・よくある相談
・困った時のための豆知識
・多重債務でお悩みの方へ
・高齢者向け情報
・保護者の皆様へ～子供を守る～
㏋http://chuo-consumer.genki365.

net
出前講座（講師派遣）
内消費生活の知識の普及や消費者ト

ラブルの未然防止のため、町会・
自治会、高齢者クラブ、ＰＴＡな
どの団体・グループに講師を派遣
します。

◎講師謝礼は区が負担します。
［講座内容（例）］
・悪質商法の手口と対処法
・エンディングノートの書き方
・ 身の回りの危険（ヒヤリ・ハット）
冊子・パンフレットの発行
内最近の消費生活に関するさまざま

な情報をパンフレットや冊子で発
信します。

・ちゅうおう消費者だより（年３回
発行）

・消費生活相談事例集（隔年発行）
・くらしの豆知識（隔年発行）
・中学生向けの消費者教育パンフレ

ット
問中央区築地１－１－１
　中央区消費生活センター
　☎（３５４６）５３３２

ごみゼロで美しいまちづくり
クリーンデー
日５月₂₇日（日）　午前中
◎ 事業所などで、５月₂₇日当日の実

施が難しい場合は、個別に日程を
設定し（原則５・６月中）、実施し
ても構いません。

内 町会・自治会、各種団体、事業所、
区内小・中・高等学校の児童・生
徒、幼稚園児などの方々のご協力
で、歩道、植え込み、緑地帯など
に散乱している空き缶、たばこの
吸い殻などの一斉清掃を実施しま
す。

◎ 参加方法など
詳しくはお問
い合わせくだ
さい。

問�環境推進課環境活動係
　☎（３５４６）５６５４

34歳以下の若者対象
若年者合同就職面接会
日５月25日（金）
　午後１時～４時30分（受付時間は

午後４時まで）
場東京しごとセンター地下２階講堂
（千代田区飯田橋３－10－３）
問ハローワーク飯田橋　U－35
　☎（５２１２）８６０９

ネットによる方法や、記入済みの調
査票を調査員に提出する方法があり
ます。調査内容は厳重に保護され、
統計作成以外の目的には一切使用す
ることはありません。ご理解とご協
力をお願いします。
問区民生活課調査統計係
　☎（３５５３）７３１３

消防団員募集
わがまちを　わが手で守る　消防団

［消防団の活動］
　消防団員は非常勤の地方公務員で、
普段は仕事や学業などを営みながら、
災害が起こった際には、地域防災の
要として活動を行います。
・地域と連携した活動
　 火災予防運動や防災週間、イベン

トなどの機会を捉え、火災予防の
呼び掛けや警戒活動を行っていま
す。

・地域の防災行動力を
高める活動

　 地域の方に、出火防
止、初期消火、応急
救護などを指導して
います。

・災害活動
　 災害が発生した場合には、消防署

と一体となって、迅速に消火活動
などを行い、まちと住民を守りま
す。

・普段からの教育・訓練
　 消火訓練や救助、救護訓練を行い、

消防団の災害活動力を高めていま
す。

［入団資格］
　区内在住・在勤・在学で18歳以上
の健康な方

［入団後の待遇］
　報酬などの支給や公務災害補償、
制服の支給、表彰制度があります。

［特別区学生消防団活動認証制度］
　特別区の消防団員として社会貢献
に努めた学生を評価し、就職活動を
支援する制度です。学生は就職活動
時に、東京消防庁が交付する「特別
区学生消防団活動認証証明書」を企
業などに提出することが出来ます。

［消防団協力事業所表示制度］
　勤務時間中の消防団活動への配慮
や従業員の入団促進など、事業所の
消防団への協力が、社会貢献として
認められる制度です。消防団協力事
業所には、表示証が交付されます。
問京橋消防団本部（京橋消防署内）
　☎（３５６４）０１１９
　日本橋消防団本部（日本橋消防署

内）
　☎（３６６６）０１１９
　臨港消防団本部（臨港消防署内）
　☎（３５３４）０１１９

消費生活センター事業案内
消費生活相談
日月～金曜日（祝日、年末年始を除

く）
　午前９時～午後４時
内資格を持った専門の相談員による

消費生活相談を行っています。
・悪質商法などの契約に関するもの
・多重債務に関するものなど
◎日本橋・月島特別出張所での出張

相談や、外出が困難な方向けの訪
問相談なども行っています（事前
予約制）。
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(7)テレビ広報番組「こんにちは　中央区です」（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM10：00・PM0：00・PM8：00）、
東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM9：30・PM0：00・PM7：30）、J：ＣＯＭ東京のケーブルテレビ111チャンネル（毎日
PM0：15・PM8：15）で放送しています。
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マル経融資のご案内（小規模事
業者経営改善資金融資制度）
　マル経融資は商工会議所の経営指
導と推薦により日本政策金融公庫か
ら事業資金として融資される安心で
有利な国の制度です。
融資条件

［利用できる方］
　従業員が20人以下（ただし、商業・
サービス業は５人以下）の法人・個
人事業主の方

［融資限度額］
　2,000万円（平成31年３月31日（日）
日本政策金融公庫受け付け分まで）

［資金使途・返済期間］
・運転資金　７年以内
・設備資金　10年以内

［担保・保証人］
　不要（信用保証協会の保証も不要）

［利率］
　年1.11％（平成30年３月９日（金）
現在）
◎ 区内事業所には利子の補助制度が

あります。
◎ 他にも要件がありますので、詳し

くはお問い合わせください。
◎ 審査の結果、ご希望に添えないこ

とがあります。
問東京商工会議所中央支部
　☎（３５３８）１８１１

都市計画道路の素案説明会
　都は、都市計画道路補助第₉₈号線
の一部区間を廃止する都市計画変更
素案の説明会を開催します。
日５月₂₃日（水）
　午後７時～８時30分
場常盤小学校体育館
◎当日、直接会場へお越しください。
問�都都市整備局都市基盤部街路計画

課
　☎（５３８８）３２９１

未使用のハッピー買物券の払
戻期限は５月31日（木）まで
　平成29年度に販売したハッピー買
物券は、３月31日（土）で使用期限が
終了しました。やむを得ず未使用と
なってしまった買物券は、プレミア
ム分を差し引いて払い戻します。
　ただし、敬老のお祝いとして贈呈
した「寿」の印刷のある敬老買物券、
出産のお祝いとして贈呈した「祝」の
印刷のある新生児誕生祝買物券につ
いては払い戻しできませんのでご注
意ください。

［払戻期限］
　５月31日（木）まで（土･日曜日、祝

日を除く）
　午前８時30分～午後５時
場区役所７階商工観光課

［持ち物］未使用の買物券、印鑑（ス
タンプ印不可）、振込口座の分か
るもの（通帳など）

◎期限を過ぎると払い戻しは一切で
きませんのでご注意ください。
問商工観光課中小企業振興係
　☎（３５４６）５４８７

中央エコアクト（事業所用）
参加者募集中
　中央エコアクト（事業所用）は、事
業所における環境活動により、二酸
化炭素の排出量を減らしていく仕組
みです。空室・不在時の小まめな消

灯、適正な冷暖房温度の設定など、
省エネルギー活動を実施することで、
電気やガスなどのエネルギー使用量
を減らし、事業コストの削減を図る
ことができます。
　省エネルギー活動を一定期間取り
組み、成果を上げた事業所には区か
ら認証書を交付します。

［認証の特典］
・ 自然エネルギーおよび省エネルギ

ー機器等導入費助成制度での助成
額の上乗せ

・ 環境配慮事業所として、区のホー
ムページや「区のおしらせ　中央」
で紹介　など

中央エコアクト認証事業所の紹介
（４月１日現在　30社）

問環境推進課温暖化対策推進係
　☎（３５４６）５６２８

あたたかい善意ありがとうご
ざいました
社会福祉協議会への寄付

　平成30年３月分寄付合計1,385,419
円（敬称略・順不同）

［一般寄付金］
　東をどり新橋
節 分 会 …20,000
円、佃二丁目鈴
木猛夫…1,013円、
田中孝司…568円、
保田清…5,000円、
林 義 信 …10,000
円、公益社団法人中央区医師会…
300,000円、中央区Ｇ・Ｇクラブ…
7,040円、サンフロンティア不動産
株式会社…1,000,000円、有限会社三
谷葬儀社…10,000円、三谷和美…
5,000円、匿名（８件）…22,798円（内
訳1,000円、134円、1,247円、5,103円、
5,103円、150円、9,061円、1,000円）

［ボランティア基金］
　匿名（１件）…4,000円
問中央区社会福祉協議会管理部
　☎（３２０６）０５０６
区民どうしのたすけあい家事サポート
「虹のサービス」協力会員募集
　虹のサービスは、高齢や障害、出
産などにより、日常的な家事にお困
りの方（利用会員）を、地域の方（協
力会員）がお手伝いする、助け合い
活動です。

　協力会員を広く募集するため、休
日登録オリエンテーションを開催し
ます。
協力会員
対�資格や経験は不要です。男性の方

も大歓迎です。
［活動内容］掃除、洗濯・補修・アイ

ロンがけ、布団干し、買い物、食
事の支度、外出の付き添い、見守
り、話し相手、代読・代筆、薬の
受け取りなどの代行、車いす介助
など

［謝礼］１時間800円
◎協力会員は随時募集しています。
協力会員休日登録オリエンテーシ
ョン
日６月₁₀日（日）
　午後１時₃₀分から４時₃₀分
場区役所８階第１会議室

ファミリー・サポート・
センター提供会員募集
　ファミリー・サポート・センター
事業は、子育ての手助けができる方

（提供会員）と、子育ての手助けが必
要な方（依頼会員）が、お互いに助け
合いながら子どもの成長を地域で支
えていく、会員制の相互援助活動で
す。
提供会員の活動
内・保育園、幼稚園などの送り迎え
・ 提供会員のご自宅での預かり（保

護者の用事やリフレッシュの際の
お預かりなど）

◎ 預かりの対象は、区内在住で生後
57日以上小学６年生以下のお子さ
んです。

［活動謝礼］１時間につき800円（曜日・
時間帯により1,000円）

提供会員登録時講習会
［日時など］別表のとおり
対 満20歳以上の健康で子どもが好き

な方、子育て支援に理解と熱意の

マンション管理支援システム
「すまいるコミュニティ」
の提供
　中央区都市整備公社では、分譲マ
ンション管理組合の活動を支援する
システムとして、インターネットを
利用した会員制ウェブサイト「すま
いるコミュニティ」を提供していま
す。
このシステムは、理事会からのお知
らせや通知、総会や工事の予定など
のスケジュールの表示、議事録など
の資料の保管、居住者に対するアン
ケート調査など多くの機能を備えて
います。
　また、居住者間のコミュニケーシ
ョンなどを活性化するための機能も
備えています。

［利用条件］
・ マンションの所在地が区内である

こと

対 18歳以上で地域の助け合い活動の
主旨を理解し、利用会員の自宅な
どで家事をお手伝いいただける方

内�虹のサービス事業の概要説明、活
動紹介ビデオ
の上映、車い
す講習、登録
書類の記載な
ど

定₂₀人（先着順）
申�６月１日（金）

までに電話、
ファクス、ま
たはＥメールで申し込む。

問�中央区社会福祉協議会在宅福祉サ
ービス部

　☎（３２０６）０６０３
　FAX（３５２３）６３８６
ｅzaitaku@shakyo-chuo-city.jp

あ る 方（資 格
要件はありま
せん）

◎ 時にはご自身
のお子さんを
預けたいとい
う方も「両方会員」として同時登録
ができます。

◎ 登録後、スキルアップ講習（全日）
の受講が必須となります。

定20人（先着順）
申 ５月14日（月）から電話、ファクス

またはＥメールに、①～④（４面
記入例参照）を記入して申し込む。

［託児］生後３カ月以上の未就学のお
子さんをお預かりします。希望す
る方は、参加申し込みの際に一緒
にお申し込みください（先着順、
無料）。

問 中央区社会福祉協議会ファミリ
ー・サポート・センター

　☎（３２０６）０１２０
　FAX（３５２３）６３８６
ｅfamily@shakyo-chuo-city.jp

・ 「すまいるコ
ミュニティ」
の利用に関し
理事会などの
承認を得てい
ること

・ マンション管
理組合は、利
用者の登録や削除、ログインＩＤ
の管理を行うこと

・ 「すまいるコミュニティ」に保管さ
れたデータや書き込まれたコメン
トなどについて、管理組合が責任
を持って管理すること

・利用規約を遵守すること
費無料
申 マンション管理組合から申し込み、

利用団体としての登録が必要です。
登録を希望する場合は、お問い合
わせください。

問中央区都市整備公社
　☎（３５６１）５１９１

別表
日　時 内　容 会　場

６月７日（木）
午前９時３０分～午後４時３０分 センター事業説明・保育講習

京橋プラザ区民館
６月１５日（金）
午前９時３０分～午後１時３０分 幼児安全法講習（講義・実技）

◎ 上記の両日を受講できない方は、ご相談ください。

認証事業所

朝日新聞販売協同組合 ㈱グレープ　ビストロヌ
ガ

㈱文栄社 ㈱いまの
（一社）日本アルミニウム
協会 落合㈱

㈱京都産業センター ㈱グレープ　シノワ銀
座店

西日本電気システム㈱
中央支社（東京工事所）

東信商事㈱
東信商事ビル

㈱サービスセンター 萬世建設㈱
押谷フエルト化成㈱ ㈲越後寿司

松本㈱　マツモトビル ㈱平田　日本橋浜町平
田ビル

小沢㈱ ㈱ミラクール

誠文社印刷㈱ 冨士自動車㈱　冨士
中央ビル

㈱サービスセンター
　箱崎物流センター 南雲ビル

木挽商事㈲　木挽ビル ㈱村田洋白商店
㈱クリスタルジャパン 小菱商事㈱
㈱浅野製版所 銀座ルミナス歯科

エコー防災㈱ ジャコワ㈱　ジャコワ第
3ビル

▲�社会福祉協議会
イメージキャラク
ター「ニジノコ」



(8) 「区のおしらせ　中央」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一部店
舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東銀座・
新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。
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５月12日は
「民生委員・児童委員の日」

　民生・児童委員は、社会福祉の精神に基づき、
地域住民の福祉に関する相談に応じるとともに、
必要な援助活動を行っています。
　相談を受けた内容については、秘密を守るこ
とが義務付けられていますので、生活上で気掛
かりなこと、子育て、介護などの悩みごとがあ
りましたら、お気軽にご相談ください。
　なお、地域ごとに担当の委員がいますので、
詳しくはお問い合わせください。
問福祉保健部管理課庶務係
　☎（３５４６）５３４３

　区では、地域の障害のある方など
への支援体制を充実していくため、

「中央区自立支援協議会」を設置して
います。
　協議会では課題別に部会を設置し、
関連する機関や事業者の方の他、区
民の皆さんに参画いただき、課題の
解決に向けた協議をしています。
　次期部会の委員として、会議の趣
旨を理解し参加していただける方を
募集しています。
◎ 夜間開催の可能性もあります。
部会名および主な検討課題
・障害者（児）サービス部会
　相談支援体制の推進について
・地域移行・地域定着部会
　 障害のある方の地域への移行と定

着について
・就労支援部会
　障害者の就労の推進について
・医療的ケア児等支援連携部会
　 医療的ケア児などの支援を行う関

係機関の連携、適切な支援につい

て
任　期
　６月上旬（予定）から平成33年３月
31日まで
応募方法
　５月23日（水）までに応募用紙に記
入の上、区役所４階障害者福祉課に
持参、郵送、ファクスまたはEメー
ルで申し込む。
◎ 応募用紙は障害者福祉課、日本

橋・月島特別出張所、福祉センタ
ーに置いてあります。また区のホ
ームページからダウンロードする
こともできます。

◎ 応募資格、募集について詳しくは
応募用紙をご覧いただくかお問い
合わせください。
問〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　障害者福祉課障害者福祉係
　☎（３５４６）５３８９
　FAX（３５４４）０５０５
ｅsyo-fuku_01@city.chuo.lg.jp

▲傾聴ボランティア（マイホームはるみ） ▲子どもフェスティバルでの車いす体験の様子

　区は、清らかな水と豊かな緑に恵
まれ、潤いと安らぎを感じることの
できる環境に優しいまちづくりを推
進するため、新たに「中央区環境行
動計画2018」を策定しました。
　本計画では、区民・事業者・区の
連携による「望ましい環境像」の実現
を目指すとともに、５つの基本目標
を定め、今後10年間の施策の方向性
を示しています。
計画期間

　平成30年度から平成39年度までの
10年間
望ましい環境像

　「水とみどりにかこまれ　地球に

やさしく　未来につなぐまち　中央
区」
基本目標と主な施策

基本目標１「低炭素社会～地球にや
さしいまちづくり～」
・ 家庭・事業所における省エネルギ

ー行動の促進
・ 環境に配慮した交通手段の利用促

進
・ 区域を越えた地球温暖化対策の推

進
基本目標２「循環型社会～限りある
資源を大切にするまちづくり～」
・清掃・リサイクル事業の推進
基本目標３「自然共生社会～水とみ

どりにかこまれた豊かなまちづくり
～」
・ 水とみどりのネットワークの形成
・ 緑化の促進
基本目標４「安全安心な社会～安心
とやすらぎが実感できるまちづくり
～」
・ ヒートアイランド対策の推進
・ 生活環境の保全
基本目標５「学びと行動の輪（わ）　
～みんなで環境活動に取り組むまち

づくり～」
・ 環境保全意識の普及・啓発
計画書の閲覧場所

　区役所１階まごころステーショ
ン・情報公開コーナー、７階環境政
策課の他、環境情報センターおよび
京橋・日本橋・月島図書館でご覧に
なれます。また区のホームページで
もご覧いただけます。
問環境政策課環境計画調整係
　☎（３５４６）５４０８

　皆さんの区政に対する意識や意
見を把握し、今後の政策形成の参
考資料とするため、第48回区政世
論調査を５月中旬に実施します。
　調査は満18歳以上の区民の中か
ら2,000人を無作為に抽出し、調
査票を送付します。

　調査の対象となられた方は、調
査票を記入の上、同封の封筒で返
送してください。ご理解とご協力
をお願いします。
問広報課広聴係
　☎（３５４６）５２２２

区政世論調査にご協力を

民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手

区民と行政機関とのパイプ役になります。

ひとりで
なやまないで

みんなでつくろう 地域のつながり 支え合い

―平成30年は東京の民生委員制度誕生100周年です―
⃝車いすを借りたい
⃝１人暮らしの高齢者で不安
⃝子育ての悩み
⃝生活の不安
⃝体が不自由で困っている

こ
ん
な
時
は

�

ご
相
談
を

▲ 民生・児童委員
イメージキャラ 
クター「ミンジー」

「中央区環境行動計画2018」を策定

さくらコンサート
　４月22日､ いきいき桜川（桜川敬老館）でプロの演奏家を招いての
クラシックコンサートが開催されました。集まった皆さんは、オー
ボエとイングリッシュホルン、ピアノによって奏でられる「愛の挨

あいさつ
拶」

や「カプリッチョ」などの名曲に耳を傾けながら、優雅な午後のひと
ときを楽しみました。

中央区自立支援協議会部会委員の募集


